
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第５６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１２日 ０７時４２分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市チキウ岬灯台から真方位０９７°３３.５海里付近 

（概位 北緯４２°１４.２′ 東経１４１°４４.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 大弘
たいこう

丸、７４９トン 

１３５０９６、丸京海運株式会社 

Ｂ 貨物船 第二貴
き

雄
ゆう

丸 ４９９トン 

１３６５７８、トネ丸汽船有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首ブルワークに凹損 

Ｂ 左舷後部外板に直径３０㎝の破口及びハッチカバー巻き取り歯車損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、室蘭港に向けて針路２９０°速力１

３ノット（kn）で航行中、Ｂ船は、船長ほか４人が乗り組み、京浜港横浜

区に向けて針路２９０°速力１１kn で、視界制限状態の北海道苫小牧沖を

航行中、平成２１年８月１２日０７時４２分ごろ、Ｂ船が、左舷後方０.８

海里（Ｍ）付近を同航するＡ船の前路に向け、突然、針路２２０°に変針

したため、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷後部外板とが衝突した。 

両船は、自力で室蘭港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風力 １、視程 約１５０ｍ 

海象：波高 約１ｍ 

特記事項：北海道南方及び東方海上に海上濃霧警報が発表されていた。 

 その他の事項 ・当直体制：Ａ船 複数当直（２名）、Ｂ船 単独当直であった。 

・両船とも霧中信号は、実施していなかった。 

・両船とも無線交信等、相手船との連絡を取らなかった。 

・両船とも航行区域は、沿海区域であった。 

・船長Ｂは、衝突直前に、船首から右１０度距離１Ｍの間で、付近に５つ

のエコーを確認し、その内、一番左のエコーが左へ移動を始めたため漁船

と判断して避航のためＢ船を左転させた。 

・船長Ｂは、視界制限状態で後方を航行する船舶のいる舷側に転舵しては、

いけないことを知っていたが、漁船と衝突するより良いと考えていた。 



分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

船長Ｂは、漁船を避けるため、減速せず、Ａ船の

前路に向けて約７０度の大角度変針をしたものと

考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船の存在を知っており、左に針路を

変えることが、海上衝突予防法の視界制限状態にお

ける航法に違反するものの、漁船との衝突回避を優

先した可能性があると考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船が変針したため、衝突を回避でき

なかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、視界制限状態にある苫小牧沖において、Ａ船及びＢ船が西北

西進中、Ｂ船が左舷後方至近を同航中のＡ船の前路に向けて針路を変えた

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




